
〔所管省庁名：　文部科学省〕

【独立行政法人名】 独立行政法人文化財研究所

１．根拠法令 独立行政法人通則法、独立行政法人文化財研究所法

２．従事者数 １２８名　研究職（９０名）　事務職（３６名）　（常勤役員２名）

３．予算額 １７年度予算額　　３，０９３百万円

４．事務・事業の
　　内容

文化財研究所は、我が国の文化財研究の中核的機関であり、貴重な文化財
を未来の人々に適切に継承していくために必要な知識・技術の基盤を形成
する重要な役割を担い、国内外の文化財研究の拠点として、
　①　文化財を適切に保存し、効果的に活用するための調査・研究
　②　文化財の調査研究方法の開発
　③　文化財の保存修復技術・方法の開発のための調査研究
　④　文化財の保存・活用を支える多様な人材の養成・確保
　⑤　文化財の調査・保存・修復に関する国際機関及び諸外国との研究協
　　力・国際共同研究・情報交換・専門家養成等の国際貢献
の業務を行っている。

５．民間開放の
　　状況

　 当法人においては、以下のような業務を、民間委託しているところです。
　　　会計システム保守業務、給与システム保守業務、設備管理業務、清掃業務
　　　庁舎館絡業務、公開施設管理業務、宮跡公開活用支援業務、刊行物発送
　　　業務、情報システム保守業務　　　等

６．当該独立行政
　　法人を廃止した
　　場合の影響

　文化財研究所は、民間にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあ
るもの、または、独占して行わせることが必要であると思われる業務を効率的か
つ効果的に行う独立行政法人として、法律により設置され、業務運営を行ってい
るものであります。
　文化財の次世代への継承や、文化財に対する国民の理解の増進を図るため、
我が国の文化財保護行政は、社会の変化に対応して保護すべき文化財の種類
の拡大等を逐次図りつつ、①調査、指定②保存・修復③公開・活用④文化財保
存の基盤整備、という政策体系に沿い、全国的な視点に立って必要な施策を実
施しているところであります。
　文化財研究所は、このような文化財保護行政全般に対して、施策の裏付けとな
る調査・研究を行うことにより、国の文化財保護行政を支え、一体となって文化財
保護政策を推進する機能を果たしています。
　また、文化財の保存修復に関する国際協力への我が国に対する期待が高まる
中、文化財研究所は、文化財国際協力の中核的機関としての役割を担っており、
カンボジアやアフガニスタン等での活動を通じて、文化財国際協力に関する豊富
な経験・ノウハウを有しております。
　さらに、文化財の保存・活用を支える多様な人材の養成を行っています。
　このような中で、仮に、文化財研究所を廃止すれば、文化財保護行政の要請に
応じて適時適切に必要な調査研究を行う機能が損われ、文化財保護行政の遂
行に深刻な影響を及ぼすことになるとともに、文化財国際協力の展開に支障を及
ぼし、国際的に我が国の信用が失われることとなります。

７．更なる民間開放
　　についての見解

　文化財研究所では、文化財に関する調査・研究業務に加えて、研究成果に基
づく資料作成・公表、情報提供業務等を実施しており、これらの業務は本来的に
は密接不可分なものでありますが、その中でも、展示公開施設の維持管理等、
民間に委託できるものについては、法人の判断により既に委託を実施し、業務の
効率化を図っているところであり、今後とも、民間に委託して差し支えない業務に
ついては積極的に委託を行い、業務のさらなる効率化を図ります。

官業民営化等ＷＧ・市場化テストＷＧ　合同ヒアリング調査票

※別紙においてご説明される場合は「別紙参照」とご記入ください。
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官業民営化等ＷＧ・市場化テストＷＧ　合同ヒアリング調査票

文化財に関する調
査・研究業務、これ
に基づく資料作成・
公表業務や地方公
共団体等への指導・
助言、文化財の保
存・修復に係る国際
貢献事業、研修等人
材養成業務

　文化財研究所は、文化財保護行政全般に対して、施策の裏付けとなる調査・研
究を行うことにより、国の文化財保護行政を支え、一体となって文化財保護政策
を推進する機能を果たしています。
　また、文化財の保存修復に関する国際協力への我が国に対する期待が高まる
中、文化財研究所は、文化財国際協力の中核的機関としての役割を担っており、
カンボジアやアフガニスタン等での活動を通じて、文化財国際協力に関する豊富
な経験・ノウハウを有しております。
　このような同研究所の果たす役割にかんがみれば、その業務は、国の責任の
下に独立行政法人が実施するのが適当です。
  また、文化財研究所が実施している業務は、同研究所の長年にわたる継続的
な研究成果の積み重ねにより得られた知見やノウハウ等によって支えられている
ものであり、民間においては、文化財研究所の業務を継続的かつ適切に行うだ
けの基盤・蓄積が存しないものと思われます。さらに、文化財の保存修復に関す
る国際協力は、紛争地域におけるものほど緊急性・必要性が高く、そのような地
域での活動は、民間では担い得ないものです。このような中で、仮に民間への全
面的な業務委託等を実施することとなれば、文化財保護行政の要請に応じて適
時適切に必要な調査研究を行う機能や、文化財国際協力の分野においてこれま
で我が国が培ってきた信用を失い、文化財保護行政の遂行に深刻な影響をきた
すことになると思われます。

※別紙においてご説明される場合は「別紙参照」とご記入ください。

８．個別の質問項目

①平成16年度の活動実績について、各業務内容ごとに、詳しくご教示願いたい。

③民間から貴法人が実施している業務について、市場化テストの実施を含む民間開放の要望がある
が、貴省の見解如何。

　　独立行政法人については、独立行政法人通則法において、「業務運営における自主性は、十分配
慮されなければならない。」とされており、また、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３～５年の中期目標期間を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっていま
す。したがって、市場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体
に委ねた独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必要があります。
　また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立行政法人制度との関係に加え、非公務員を
含む法人職員の処遇等の扱いなどが明確になっている必要がありますが、現在のところ、これらの検
討状況は明らかではなく、市場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っていないもの
と考えます。
  なお、文化財研究所については、17年度末の中期目標期間の終了に当たり、民間委託の推進も含め
た更なる事務事業の見直しを行う予定です。

②貴法人の実施されている業務内容について、民間で実施不可能なものがあれば、その理由と併せて
ご教示願いたい。

　別紙参照


